
番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期
フォローアップ結果
（規制改革の内容）

フォローアップ結果
（実施時期等）

所管省庁

432
土地開発公社の所有する造成地
の賃貸事業

公有地の拡大の推進に関
する法律施行令第７条第３
項

土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する
法律第17条第１項第２号の規定により造成した土
地を、業務施設等の用に供するために事業用借
地権を設定し、賃貸することを可能とする。

平成１６年度中

土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する
法律第17条第１項第２号の規定により造成した土
地を、業務施設等の用に供するために事業用借
地権を設定し、賃貸することを可能とした。（Ⅲ住
宅エ35）

平成１６年度措置済
総務省

国土交通省

433
国民健康保険税税額等の端数
処理の見直し

地方税法第20条の4の2第
6項

地方税の納期分割時の端数処理の際に、各地方
団体の判断により、現行制度以外の方法を採用
し、地域の実情に応じた端数処理を行うことがで
きる仕組みについて検討を行い、その結論を踏ま
え措置する。

平成１６年度中

地方税の納期分割時の端数処理について、各地
方団体が当該地方団体の条例で定める方法によ
り行うことを可能とすること等を内容とする「地方
税法等の一部を改正する法律案」を第162回国会
に提出した。（Ⅲ医療ク⑭）

平成１６年度中措置
済

総務省

434
電子証紙による地方税の納付の
容認

地方税法

地方税の各税目に共通する払込み手段として、
電子証紙を含めた証紙による方法の実現を可能
とするような制度のあり方について検討を行い、
その結論を踏まえ措置する。

平成１７年度中

地方税の各税目に共通する払込み手段として、
電子証紙を含めた証紙による方法の実現を可能
とするような制度のあり方について検討を行い、
その結論を踏まえ措置する。（ⅢＩＴエ⑫）

平成１７年度中 総務省

435
地方公共団体における一定の政
策目的達成のために必要な随意
契約の対象範囲の拡大

地方自治法施行令第１６７
条の２第１項

一般競争入札が原則という枠組みは維持しつ
つ、障害者福祉の増進やベンチャー企業の育成
といった一定の政策目的のために必要な随意契
約を締結することができるよう、提案を踏まえ、地
方公共団体の随意契約の対象範囲を見直し、措
置する。

平成１６年度中

身体障害者授産施設等、シルバー人材センター等又は母
子福祉団体から物品又は役務を調達するとき及びベン
チャー企業等の新商品を生産している者から物品を調達す
るときに随意契約の方法により契約ができること等を内容
とした地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成16年
政令第344号）及び地方自治法施行規則の一部を改正する
省令（平成16年総務省令第131号）が、平成16年11月８日
に公布され、同月10日から施行された。（Ⅲ競争オ22）

平成１６年度措置済 総務省

436
地方公共団体における監査制度
の充実を図るための監査委員定
数の自由化

地方自治法第１９５条第２
項、第１９６条第１項

監査委員の定数及び構成については、提案の趣
旨を踏まえ、地方公共団体の判断による監査委
員制度の一層の充実を図るため、地方行政の公
正で効率的な運営の観点から検討することとし、
その結論を踏まえ措置する。

平成１７年度中

監査委員の定数及び構成については、提案の趣
旨を踏まえ、地方公共団体の判断による監査委
員制度の一層の充実を図るため、地方行政の公
正で効率的な運営の観点から検討することとし、
その結論を踏まえ措置する。（Ⅲ基準イ26）

平成17年度中措置 総務省

515
小会社における会計監査人の任
意設置及び会計参与制度の導
入

株式会社の監査等の特例
に関する法律第２条、第４
条

現在、会社法制の現代化に係る法制審議会にお
いて、①小会社において会計監査人の任意設置
を可能とする、②公認会計士又は税理士であるこ
とを資格要件とし、経営者と共同して計算書類を
作成すること等を職務とする「会計参与（仮称）」
制度を導入するという方向で検討がされており、
その結果を踏まえて、関係法案をできる限り早期
に国会に提出する。

平成１７年度中

現在、会社法制の現代化に係る法制審議会にお
いて、①小会社において会計監査人の任意設置
を可能とする、②公認会計士又は税理士であるこ
とを資格要件とし、経営者と共同して計算書類を
作成すること等を職務とする「会計参与（仮称）」
制度を導入するという方向で検討がされており、
その結果を踏まえて、関係法案をできる限り早期
に国会に提出する。（Ⅲ法務イ⑰）

平成１６年度中（第１６
２回国会に関係法案
提出）

法務省

（別表４）「構造改革特区の第５次提案に対する政府の対応方針」（平成１６年９月１０日構造改革特区推進本部決定）における
　　　　　「別表２　全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項（第５次提案追加分）」に関するフォローアップ結果
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期
フォローアップ結果
（規制改革の内容）

フォローアップ結果
（実施時期等）

所管省庁

516
市区町村により居住実態がない
と確認された外国人の登録原票
の回収

－
市区町村により居住実態がないと確認された外
国人の登録原票について法務省入国管理局が
回収を行う。

平成１７年度中

市区町村による居住実態の確認方法等について
検討を行った上で，市区町村により居住実態がな
いと確認された外国人の登録原票について平成
１７年度中に回収することとしている。（Ⅲ法務ウ
33）

平成17年度中措置 法務省

517
輸出入・港湾関連手続のワンス
トップサービスの一層の推進

出入国管理及び難民認定
法第１６条，第５６条，第５７
条，出入国管理難民認定
法施行規則第１５条，第１５
条の２，第５１条，第６１条
の３

輸出入・港湾関連の手続のうち，出入国管理に係る
部分の見直しについては、規制改革・民間開放推進3
か年計画において、シングルウィンドウ化の成果と問
題点を踏まえ、申請手続や申請書類の徹底した省
略、簡素化を図り、速やかにワンストップサービスの
一層の推進を図ることとしており、関係者の意見を踏
まえて、業務・システムの最適化計画を平成17年度末
までのできる限り早期に策定する。

平成１７年度中

輸出入及び港湾・空港手続関係業務等の最適化
計画の策定については、最適化に係る見直し方
針の策定を平成１７年６月までに行った後、平成１
７年度末までのできるだけ早期に最適化計画の
策定を行うこととしている。（Ⅲ運輸イ⑦b）

平成１７年度中措置 法務省

602
韓国人に対する期間限定査証免
除措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号

愛知万博の実施時期に合わせて、期間限定の短
期査証免除措置を実施する。
（恒久的な査証免除については、期間限定査証
免除の結果を踏まえて検討する。）

平成１７年３月１日～
９月３０日

平成１７年３月１日より９月３０日までの期間限定
査証免除を実施した。（平成１７年１月２４日、韓
国政府に対し口上書発出。）（Ⅲ法務ウ⑱ａ、ｂ）

平成16年度中措置済 外務省

603
中国人修学旅行生に対する査証
免除措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号

中国人修学旅行生に対し、査証を免除する。
平成１６年９月１日よ
り

平成１６年９月１日より、中国人修学旅行生に対し
て、査証を免除した。（Ⅲ法務ウ⑳ｃ）

平成16年度中措置済 外務省

604
中国国民訪日団体観光短期滞
在査証の発給対象地域の拡大

外務省設置法　第４条第１
項１３号

中国国民訪日団体観光短期滞在査証の発給対
象地域を、従来より指定していた北京市、上海
市、広東省に加え、新たに天津市、江蘇省、折江
省、山東省及び遼寧省にも拡大する。

平成１６年９月１５日
より

平成16年９月15日より、中国国民訪日団体観光
短期滞在査証の発給対象地域を、従来より指定
していた北京市、上海市、広東省に加え、新たに
天津市、江蘇省、折江省、山東省及び遼寧省にも
拡大した。（Ⅲ法務ウ⑳ｄ）

平成16年度中措置済 外務省

605
台湾修学旅行生に対する査証緩
和措置の実施

外務省設置法　第４条第１
項１３号

台湾修学旅行生に対し、査証申請提出書類の簡
素化、査証料免除を実施する。

平成１６年９月１日よ
り

平成１６年９月１日より、査証申請書の提出及び
査証手数料を免除した。（平成１６年９月１日プレ
スリリース。なお、プレスリリースにおいて明記さ
れていないが、引率教員についても同様の措置
を実施。）（Ⅲ法務ウ21）

平成16年度中措置済 外務省

606
ヘボン式ローマ字表記のみによ
らない旅券の名前表記

旅券法施行規則第５条及
び処理基準

ヘボン式ローマ字によらない旅券の名前表記に
ついて、出生証明書等により外国式の表記法に
よる名前が確定している場合等例外的なケース
に限り認めていたところ、留学等により必要であ
ることが予定されている場合等においても、事情
を記載した申出書及び今後外国式の名の表記を
変更しない旨の誓約書の提出をもって、別名併記
を認めることとする。

平成１７年度中
「処理基準」で対応することを検討中（平成１８年３
月実施目標）。（Ⅲ法務オ⑩）

平成17年度中措置 外務省
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所管省庁

826
教職員の出張旅費の市町村負
担の可能化

市町村立学校職員給与負
担法

地教行法第４５条第１項に基づき、市町村教育委
員会が研修を行う場合において、市町村が教職
員の旅費を支弁することを可能とする。

平成１７年度中

地教行法第４５条第１項に基づき、市町村教育委
員会が研修を行う場合において、市町村が教職
員の旅費を支弁することを可能とする。（Ⅲ教育イ
⑮）

平成１７年度中 文部科学省

827
外国大学の日本校の我が国の
教育制度上における位置付けの
明確化

学校教育法施行規則第70
条、大学設置基準第28条
等

外国大学の日本校の教育制度上の位置付けに
ついては、外国大学の日本校が当該外国の大学
の正規の課程であることなど一定の要件を満た
すことが確認できた場合に、我が国の教育制度と
接続（大学院入学資格、単位互換等）することが
できるよう、今後中央教育審議会での審議を経
て、新たに制度的措置を講ずることとする。

平成１６年度中

　外国大学の日本校の教育制度上の位置付けに
ついては、中央教育審議会の答申（平成16年9月
30日）を受け、同年１２月に、外国の学校教育制
度において正規の大学の課程と位置付けられて
いる外国大学日本校の課程の修了者に日本の
大学院への入学資格を認める等、所要の制度改
正を行った。（Ⅲ教育ウ⑰）

平成１６年度措置済 文部科学省

963 過疎地で行う有償洗濯の可能化
クリーニング業法第３条第
１項

クリーニング所の存在しない過疎地において非営
利目的の事業主体が運営するボランティアによる
特定利用者に対する有償洗濯行為について、当
該事業はクリーニング業法にいう「営業」に該当し
ない旨の通知を徳島県に発出する。また、各都道
府県に対して、徳島県に対する通知の内容を周
知するとともに、「営業」に関する判断基準を示し
た通知を発出する。

平成１６年度中

平成１７年２月９日付けで徳島県あて通知を発出
し、ボランティアが行う有償洗濯事業に関して、ク
リーニング業法第２条にいう「営業」に該当するか
否かについて判断するための考え方を示すととも
に、当該通知の内容については、各都道府県あ
て通知することにより、その周知を行った。（Ⅲ福
祉カ②）

平成１６年度措置済 厚生労働省

964
水道事業の変更認可基準の緩
和

水道法第１０条
水道法施行規則第７条の２
第２号、第３号

現行では、計画給水人口が水道法施行規則で定
める基準を超えて増加する場合は、変更認可が
必要だが、水道施設の整備を伴わない場合で
あって計画給水人口のみが増加する場合は、変
更認可を要しない「軽微な変更」として取り扱う。

平成１６年度中

水道施設の整備を伴わない場合であって計画給
水人口のみが増加する場合を、軽微な変更として
取り扱うよう水道法施行規則を改正した。（平成
16年12月24日付け健水発第1224001号厚生労働
省健康局水道課長通知）（Ⅲ基準イ27）

平成１６年度措置済 厚生労働省

965
介護保険における認定調査のケ
アマネジャー資格者個人に対す
る委託

介護保険法第２７条
第２項、第３項

個人のケアマネジャーに対して、介護保険におけ
る認定調査を委託可能にする。

平成１６年度中
（平成１７年通常国会

に法案提出予定）

要介護認定の更新認定、変更認定等について、
個人の介護支援専門員であって厚生労働省令で
定めるものに対して委託を行うことができる旨を
盛り込んだ「介護保険法等の一部を改正する法
律案」を平成17年２月に国会に提出した。（Ⅲ福
祉ア⑧）

第162回国会に法案
提出

厚生労働省

966
養護老人ホームの最低定員の
緩和

養護老人ホームの設備及
び運営に関する基準第１０
条

現在、介護保険制度見直しの議論に合わせ、養
護老人ホームの在り方についても検討を進めて
いるところであり、こうした議論を踏まえ、見直し後
の養護老人ホームの在り方に反しない範囲にお
いて、最低定員の引下げを含めた規制緩和を行
う。

平成１７年度中

養護老人ホームの在り方については、平成16年
10月28日の「養護老人ホーム及び軽費老人ホー
ムの将来像研究会報告書」において、
① 増大する入所者の介護ニーズについては、介
護保険制度により対応することが適当である、
②　高齢者の地域での自立を支える拠点施設とし
て、ソーシャルワーク機能を強化すべき、
との提言がなされたところであり、こうした議論を
踏まえ、養護老人ホームの見直しを含む「介護保
険法等の一部を改正する法律案」を平成17年２
月に国会に提出したところ。今後、当該報告書の
意見や法案審議における議論等を踏まえ、見直
し後の養護老人ホームの在り方に反しない範囲
において、最低定員の引下げを含めた規制緩和
を行う予定。（Ⅲ福祉ア⑱）

平成１７年度中 厚生労働省
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番号 事項名 規制の根拠法令等 規制改革の概要 実施時期
フォローアップ結果
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所管省庁

967
自治体病院等の再編整備に向
けた病床基準の緩和

医療法第７条の２、第３０条
の３

医療法施行令第５条の２、
第５条の３、第５条の４

現行の医療計画制度では、
①　病床過剰地域において、二次医療圏を越える
場合には、開設主体の変更を伴う再編統合は認
められず同一開設主体の移転に限られること
②　二次医療圏を越える場合には、病床過剰地
域を再編統合先とする再編統合は原則認められ
ないこと
等となっている。
しかしながら、自治体病院等の再編整備に向けた
場合については、病床過剰地域において、開設
主体が医療法で定める公的医療機関同士であ
り、再編統合に係る医療機関の病床が全体として
減少するときは、二次医療圏内だけでなく二次医
療圏を越える医療機関の再編統合を行う場合も
含め、個別に厚生労働大臣あて協議することに
よって、制度的に可能となるよう対応する。

平成１６年度中

「保険医療機関の病床の指定に係る国民健康保
険法等の一部を改正する法律の施行に伴う医療
法第３０条の７の規定に基づく勧告等の取扱いに
ついて」の一部改正について（平成17年１月７日
付け医政指発第0107001号厚生労働省医政局指
導課長通知）において、複数の公的病院等（医療
法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する病
院をいう。以下同じ）が再編統合を行う際（二次医
療圏を越えて行う場合も含む。）には、再編統合
後の公的病院等の病床数の合計数が再編統合
の対象となる複数の公的病院等の病床数の合計
数に比べて減っていることが条件として満たされ
るのであれば、病床過剰地域であっても、医療計
画における特定の病床等に係る特例として厚生
労働大臣が認めるものとした。（Ⅲ医療ク⑧）

平成１６年度中措置
済

厚生労働省

968

障害者に係る小規模通所授産施
設を経営することを目的として設
立された社会福祉法人による短
期入所事業の実施

身体障害者福祉法　第４条の２
第４項及び第５条第５項
身体障害者福祉法施行令　第１
条
身体障害者福祉法施行規則　第
１条の４
「障害者に係る小規模通所授産
施設を経営する社会福祉法人に
関する資産要件等について」（平
成１２年１２月１日障第８９１号・
社援第２６１９号）
「身体障害者、知的障害者及び
障害児に係る単独型短期入所
事業等について」（平成１６年３
月２９日障障発第０３２９００３号）

障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社
会福祉法人が、当該事業と併せて行うことができ
る事業について、現行では限定されているところ、
単独型短期入所事業を実施することを可能とす
る。

平成１６年度中

障害者に係る小規模通所授産施設を経営する社
会福祉法人が、当該事業と併せて、単独型短期
入所事業を実施することを可能とするため、身体
障害者福祉法施行規則、知的障害者福祉法施行
規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する
省令を平成17年３月に公布、同４月１日施行（予
定）。（Ⅲ福祉ウ③）

平成１６年度措置済 厚生労働省

1009
マツ材線虫病抵抗性クロマツの
日本海側への植栽

林業種苗法第24条第2項
「林業用種苗の配布区域へ
の配布申請の手続きにつ
いて」（昭和46年7月24日付
け46林野造第738号林野庁
長官通達）［最終改正：平成
12年3月31日付け12林野造
第85号］

林業種苗法第24条第2項に規定する「その他特別
な事情がある場合」として、「松くい虫抵抗性松の
植栽の用に供する場合」が原則として該当するこ
と、大臣承認の標準処理期間を２０日とすることを
明記する長官通知の改正を実施する。

平成１６年度中

林業用種苗の配布区域外への配布申請の手続
きについて(昭和46年7月24日林野庁長官通知）
の一部を改正する通知(平成16年10月13日16林
整保第123号)を施行・発出した。（Ⅲ農水ウ④）

平成１６年度措置済 農林水産省

1130

中小企業の再生支援のための
産業活力再生特別措置法の支
援措置の活用にあたっての要
件の弾力化

我が国産業の活力の再生
に関する基本的な指針

中小企業の再生を支援する観点から、中小企業
が産業活力再生特別措置法の各種支援措置を
活用しやすくするため、同法の認定基準のひとつ
である財務健全化基準の要件を弾力化する。

平成１６年度中

金融機関の取引先で事業の資金繰りに悪影響を受けるよ
うな中小企業については、それぞれ企業の業態特性や固
有の事情を総合的に判断するよう、「財務健全性基準につ
いては、１０倍基準を原則とするが、業態特性や固有の事
情等を勘案することとし、柔軟性を確保するものとする。」と
いう基本指針の内容の趣旨を徹底する旨の通達（平成16・
11・25経局第１号）を関東経済産業局長に発出した。（Ⅲ流
通ウ⑦）

平成１６年度措置済 経済産業省

1131

高圧ガス保安法の特定設備と
なる水素利用技術の試験研究
に使用する小規模圧力容器
（４００ｍｌ以下）の特定設
備からの除外。

高圧ガス保安法第５６条の
３、特定設備検査規則

安全性を確保する代替措置を講じることを前提
に、平成１６年度末までに水素利用技術の試験研
究に使用する小規模圧力容器（４００ｍｌ以下）等
については特定設備検査の対象から除外する。
（Ⅲ危険イ⑤）

平成１６年度中

安全性を確保する代替措置を講じることを前提
に、平成１６年度末までに水素利用技術の試験研
究に使用する小規模圧力容器（４００ｍｌ以下）等
については特定設備検査の対象から除外した。
（Ⅲ危険イ⑤）

平成１６年度措置済 経済産業省
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所管省庁

1243
土地区画整理事業における保留
地予定地の売買等の内容を明ら
かにする簿書の整備

－

いわゆる保留地予定地（土地区画整理法第１００
条の２に基づき施行者が管理する土地）に関し
て、施行者が第三者に使用収益させている場合
（いわゆる保留地予定地の売買を行った場合）
に、その内容を明らかにする簿書を法令に位置
付ける検討を行い、必要な措置を講ずる。

平成１７年度中

いわゆる保留地予定地（土地区画整理法第１００
条の２に基づき施行者が管理する土地）に関し
て、施行者が第三者に使用収益させている場合
（いわゆる保留地予定地の売買を行った場合）
に、その内容を明らかにする簿書を法令に位置
付ける検討を行い、必要な措置を講ずる。（Ⅲ住
宅エ36）

平成17年度中措置 国土交通省

1244
小水力発電に係る水利権協議の
規制緩和

河川法第２３条
河川法施行規則第11条第2
項第1号ハ、ニ
河川法施行規則第40条第4
項

小水力発電に係る水利使用許可手続の簡素化・
迅速化を図るため、発電に係る必要水量が他の
水利使用に完全に従属している場合には、許可
手続に当たって、「河川流況と取水量の関係」に
関する書類に加えて、「水利使用による影響の対
策」に関する書類も添付を省略することとし、その
旨を周知徹底する。

平成１６年度中

小水力発電に係る水利使用許可手続の簡素化・
迅速化を図るため、発電に係る必要水量が他の
水利使用に完全に従属している場合には、許可
手続に当たって、「河川流況と取水量の関係」に
関する書類に加えて、「水利使用による影響の対
策」に関する書類も添付を省略することとし、その
旨を周知徹底する。(Ⅲ住宅エ37）

平成16年度中措置済 国土交通省

1245
学校の教室の天井高に関する規
制緩和

建築基準法施行令第21条

　建築物の天井高については、国民の健康、衛生を確保す
る観点から、最低確保する必要がある天井高を建築基準
法で規定しており、一般の建築物にあっては、２．１ｍ以
上、学校（大学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。）
にあっては、３ｍ以上と定められている。この学校の天井高
規制については、設計上の制約のデメリットや建設コスト、
既存ビルの学校への転用等の観点から緩和すべきである
との意見がある一方、学校の教室については、成長過程に
ある児童生徒にとって健康的な環境を確保する必要があ
る。
　このため、学校の教室の天井高が学校生活における児
童生徒の心身の健康に与える影響等について、教室の採
光や空気質等を含めた総合的な室内環境のあり方の観点
から、多様な専門家による調査・検討を行うこととし、これら
の結果を踏まえて、学校の教室の天井高のあり方について
平成１７年度上半期中に結論を得て、その後すみやかに必
要な措置を講じる。

平成17年度上半期中
に結論、その後すみ
やかに必要な措置を
講じる

　学校の教室の天井高が学校生活における児童
生徒の心身の健康に与える影響等について、多
様な専門家による調査・検討を行っているところ。
これらの結果を踏まえて、学校の教室の天井高
のあり方について平成１７年度上半期中に結論を
得て、その後すみやかに必要な措置を講じること
としている。（Ⅲ住宅エ⑭、教育イ⑯）

平成17年度上半期中
に結論、その後すみ
やかに必要な措置を
講じる

国土交通省
文部科学省

1246
小規模の農家民宿等の建築基
準法上の取扱いの明確化

建築基準法第35条の2、同
法施行令第114条第2項等

現在実施している地方公共団体へのヒアリング等
の実態調査の結果を踏まえ、小規模で避難上支
障がないものに関しては、建築基準法上の旅館
に該当しないことについて、平成16年度中に措置
する。

平成１６年度中

現在実施している地方公共団体へのヒアリング等
の実態調査の結果を踏まえ、小規模で避難上支
障がないものに関しては、建築基準法上の旅館
に該当しないことについて、平成16年度中に措置
した。（Ⅲ住宅エ38）

平成１６年度措置済 国土交通省

1247
公営住宅における特定入居事項
の追加

公営住宅法施行令第5条

既存入居者の数に比して住宅の規模が適切でな
いと認められる場合において、新たに入居者を募
集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が
入居することが適当であると事業主体が判断する
ときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著
しい支障のない範囲内で、公募に拠らず当該既
存入居者を当該公営住宅へ入居させることがで
きることとする。

平成１７年度のできる
だけ早い時期

既存入居者の数に比して住宅の規模が適切でな
いと認められる場合において、新たに入居者を募
集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が
入居することが適当であると事業主体が判断する
ときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著
しい支障のない範囲内で、公募に拠らず当該既
存入居者を当該公営住宅へ入居させることがで
きることとする。(Ⅲ住宅エ39）

平成17年度中措置
（できるだけ早い時
期）

国土交通省

1248
地域限定通訳案内業試験制度
の導入

通訳案内業法第２条、第３
条

活動範囲を特定地域に限定した通訳案内業に係
る都道府県による試験制度の導入を含め検討中
であり、結論を得て、所要の措置を講じる。

平成１７年度中
活動範囲を特定地域に限定した通訳案内業に係
る都道府県による試験制度の導入を含め検討
し、結論を得て、法案を提出した。（Ⅲ資格⑨ｃ）

平成１７年度中 国土交通省
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所管省庁

1249

外国大学の日本校の我が国の
教育制度上における位置付けの
明確化に伴う通学定期の学生割
引適用に関する告知

－
文部科学省における外国大学の日本校の教育制
度上の位置付けに係る対応を踏まえた上で、当
該対応について鉄道事業者に周知する。

平成１６年度中
　文部科学省での対応について、鉄道事業者に
通知するとともに、説明会を開催し、周知を行っ
た。（Ⅲ教育ウ⑱）

平成１６年度措置済 国土交通省

1250
自動車輸入業者の臨時運行許
可番号標による試運転が可能で
あることの明確化

道路運送車両法第35条

現行の臨時運行許可制度上、自動車輸入業者で
あっても道路運送車両法第35条に規定する「試
運転」目的での運行は可能であり、この旨を関係
部署に対し文書により周知する。

平成１６年度中

現行の臨時運行許可制度上、自動車輸入業者で
あっても道路運送車両法第35条に規定する「試
運転」目的での運行は可能であり、この旨を関係
部署に対し文書により周知した（平成１７年３月９
日付事務連絡）。（運輸ア33）

平成１６年度措置済 国土交通省

1251
ＮＰＯ法人等が企画するツアーに
関する旅行業法の適用範囲の明
確化

旅行業法
旅行業法の適用範囲について、具体的解釈事例
を盛り込んだ施行要領等を国土交通省ホーム
ページにて公開する。

平成１６年度中
旅行業法の適用範囲について、具体的解釈事例
を盛り込んだ施行要領等を国土交通省ホーム
ページにて公開した。（Ⅲ基準イ28）

平成１６年度措置済 国土交通省

1307
工業団地内における騒音規制の
解釈の明確化

騒音規制法第２条２項、第
３条１項、同条２項、第４条
１項

騒音規制法に基づく地域指定や測定等の趣旨に
ついて必ずしも十分な意識の統一がなされていな
いおそれがあるので、技術的な助言として、その
趣旨を広く地方公共団体に対し明らかにする。

構造改革特区対応方
針決定後速やかに

騒音規制法に基づく地域指定や測定等の趣旨に
ついて必ずしも十分な意識の統一がなされていな
いおそれがあるので、技術的な助言として、その
趣旨を広く地方公共団体に対し明らかにした。(Ⅲ
環境エ②）

平成１６年度措置済 環境省

1308
鳥獣捕獲許可手続きの一部簡
素化

鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律第９条第
１項

鳥獣捕獲の許可事由の内、許可期間を長期間と
しても鳥獣の保護管理上問題がないものについ
ては、生息状況に変化があった時は許可を取り
消すこと等を条件に、許可期間を長期間とするこ
とについて検討し、措置する。

平成１７年度中

鳥獣捕獲の許可事由の内、許可期間を長期間と
しても鳥獣の保護管理上問題がないものについ
ては、生息状況に変化があった時は許可を取り
消すこと等を条件に、許可期間を長期間とするこ
とについて検討し、措置する。（Ⅲ環境エ③）

平成１７年度中 環境省
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